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府民公募型整備事業 （ 府民提案型 < 既要望 > ）

整 理 番 号

交 通 安 全 施 設

所 在 地

現 在 の 状 況

要 望 内 容

位 置 図

対 応 案

写 真

交 差 点 図 面

①

②

②

信号機（移設）

・ 商業施設や大学、住宅が建ち並ぶ。

・ 交差点から南の西小路通が拡幅された。

・ 歩道上に柱が並立している。

歩道に柱が並立しており、通行の支障となるため、信号

機の移設を要望

（既要望）

１

京都市中京区西ノ京藪ノ下町

丸太町西小路交差点

←丸太町通→

至

妙
心
寺
前
交
差
点

至

西
大
路
通

実施する。

←
西
小
路
通
→

至 妙心寺道

至 太子道

①
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府民公募型整備事業 （ 府民提案型 < 既要望 > ）

整 理 番 号

交 通 安 全 施 設

所 在 地

現 在 の 状 況

要 望 内 容

位 置 図

対 応 案

写 真

交 差 点 図 面

① ②

①

②

２

信号機（移設）

京都市左京区田中西高原町

東鞍馬口高原交差点

・ 交通量の多い市道に設置された信号機

・ 住宅街・商業施設が建ち並ぶ。

・ 小学校の通学路となっている。

通学路であるが、歩道上に柱が林立しており、歩行の妨

げになるため、信号機の移設を要望

（既要望）

実施する。

至

白
川
通

至

東
大
路
通

至 御蔭通

至 北大路通

←東鞍馬口通→
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府民公募型整備事業 （ 府民提案型 < 既要望 > ）

整 理 番 号

交 通 安 全 施 設

所 在 地

現 在 の 状 況

要 望 内 容

位 置 図

対 応 案

写 真

交 差 点 図 面

①

①

３

信号機（移設）

京都市右京区梅津前田町

四条梅ノ宮大社前交差点

・ 交通量の多い府道に設置された信号機

・ 住宅・商業施設が隣接している。

・ 狭い歩道に柱が立っている。

狭い歩道の真ん中に柱があり、歩行の妨げになるので信

号機の移設を要望

（既要望）

実施する。

至

梅
津
段
町
交
差
点

至 梅ノ宮大社

至

松
尾
橋

至 桂川北堤防
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府民公募型整備事業 （ 府民提案型 < 既要望 > ）

整 理 番 号

交 通 安 全 施 設

所 在 地

現 在 の 状 況

要 望 内 容

位 置 図

対 応 案

写 真

交 差 点 図 面

① ②

③

①

③

② ④

４

信号機（灯器改良）

京都市南区八条寺内町

東寺西門通南大内小学校通交差点

・ 交通量の多い市道に設置された信号機

・ 南大内小学校が隣接し、通学路となっている。

・ 灯器が古く、視認性が低下している。

小学校の通学路であるが、灯器が劣化しており、西日等

の影響で見にくいため、ＬＥＤ化を要望

（既要望）

実施する。

④

至

壬
生
通

至 南大内小学校

至

御
前
通

←市道東寺西門通→
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府民公募型整備事業 （ 府民提案型 < 既要望 > ）

整 理 番 号

交 通 安 全 施 設

所 在 地

現 在 の 状 況

要 望 内 容

位 置 図

対 応 案

写 真

交 差 点 図 面

① ②

③

①

③

②

５

信号機（移設）

京都市南区西九条森本町

十条通上鳥羽緯５２号線交差点

・ 交通量の多い府道に設置された信号機

・ 住宅街・商業施設が建ち並ぶ。

・ 路肩部に柱が林立している。

路肩部に柱が並立しており、通行の妨げになるため、信

号機の移設を要望

（既要望）

実施する。

←
大
宮
通
→

←市道上鳥羽緯５２号線→

至 十条通

至

Ｒ
１

至 久世橋通

至

油
小
路
通

車両感知器


